
白川町教育委員会告示第１４号 

 

 白川町立小中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年５月１２日 

 

                 白川町教育委員会教育長  鈴 村 雅 史 

 

 

白川町教育委員会規則第４号 

 

白川町立小中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

白川町立小中学校管理規則（平成１２年白川町教育委員会規則第２号）を次のように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（学期及び休業日） （学期及び休業日） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 授業を行わない日（以下「休業日」と

いう。）は、次のとおりとする。 

２ 授業を行わない日（以下「休業日」と

いう。）は、次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 夏季休業日 ７月２１日から８月２

６日まで 

(3) 夏季休業日 ７月２１日から８月２

８日まで 

(4) （略） (4) （略） 

(5) 学年末及び学年始休業日 ３月２３

日から４月６日まで 

(5) 学年末及び学年始休業日 ３月２７

日から４月６日まで 

(6) （略） (6) （略） 

３ （略） ３ （略） 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


